














４．一関修紅高等学校学則 

 

 
第１章 総則  

 
（目的）  

第１条 本校は、教育基本法及び学校教育法に基づき中学校における教育の基礎の

上に、高等普通教育及び専門教育を施することを目的とする。  

（名称及び位置）  

第２条 校名は一関修紅高等学校と称する。  

２ 本校の位置を岩手県一関市字東花王町６番地の１に置く。  

（課程の組織定員）  

第３条 本校の組織編制は、次のとおりとする。  

科 名             学級数    定員  

普通科            １８学級   ７２０人  

（学校評価）  

第４条 本校はその教育水準の向上を図り、本校の目的を実現するため、教育活動

その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表

するものとする。  

（修業年限、在学年限）  

第５条 修業年限を３か年とし、在学年限は、６か年とする。  

 
第２章 学年・学期及び休業日  

 
（学年及び学期）  

第６条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。  

２ 学期を分けて、次の２学期とする。  

前期 ４月１日から９月３０日まで  

後期１０月１日から３月３１日まで  

（休業日）  

第７条 休業日は、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定す

る休日及び日曜日、土曜日のほか、次のとおりとする。  

（１）学年始休業日  

（２）夏季休業日  

（３）冬季休業日  

（４）学年末休業日  

（５）開校記念日５月２７日  

２ 前項の休業日のほか、教育上必要と認めるときは、前項に定める休業日数

の範囲内で代替休業日を定める。  

３ 教育上必要があり、且つ止むを得ない理由があるときは、休業日に授業を



行うことがある。  

４ 非常災害その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わない

ことができる。この場合においては、校長は、次の事項をただちに理事長に

報告しなければならない。  

    （１）授業を行わない期間  

    （２）非常災害その他急迫の事情の概要  

    （３）その他必要と認める事項  

 
第３章 教育活動  

 
（教育課程及び授業日数）  

第８条 教育上の目的を達成するための教育課程を別表第Ⅰに定める教科並びに教

科以外の教育活動により編成する。  

２ １か年の授業日数は、３５週、１７５日を下らないものとする。但し、第３

学年については、この限りではない。  

（校外行事）  

第９条 教育活動の一環として行う校外行事の実施に当たっては、校長の許可を必

要とする。  

 
第４章 課程修了の評定及び単位の認定  

 
（学習成績の評定及び単位の認定）  

第１０条 学習成績の評定及び履修単位の認定に関する必要な事項については別に

これを定める。  

（卒業の認定）  

第１１条 次の各号の要件をすべて満たしたときは、卒業を認定し卒業証書を授与

する。  

   （１）本校の課程において必履修教科・科目の単位を含めて７４単位以上の

単位を修得すること。  

   （２）生徒納付金、その他の学校関係諸費を完納すること。  

 
第５章 教職員及び校務分掌  

 
（教職員）  

第１２条 本校に校長・副校長・教頭・教諭・助教諭・養護教諭又は養護助教諭・

講師及び実習助手並びにその他必要な教職員を置く。  

２ 校長は校務を総括し、所属教職員を監督する。  

３ 副校長は、校長を補佐し、また、校長に事故あるときは、その職務を代

行する。  

４ 教頭は、校長及び副校長を補佐し、また、校長及び副校長に事故あると



きは、その職務を代理し校務を整理する。  

（校務の分掌等）  

第１３条 校長は教職員の校務分掌を定め、これを任命する。  

２ 校長は教科及び学級担任を定め、これを任命する。  

 
第６章 施設設備の管理  

 
（台帳の整備）  

第１４条 校長は、施設設備の管理担当者を定めて台帳を整備し、その保全に当た

らせる。  

（施設設備使用の許可）  

第１５条 本校の施設設備を使用しようとするときは、教育財産使用許可申請書に

より、理事長に願い出て許可を受けなければならない。  

（弁償）  

第１６条 本校の施設設備を破損した場合は、事情により、相当額の弁償をさせる

ことができる。  

（火災予防及び避難の訓練）  

第１７条 本校の火災予防及び避難訓練の実施計画は、毎年度の当初に定める。  

 
第７章 入学・退学・転学・休学及び復学  

 
（入学資格）  

第１８条 本校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を

卒業した者又は高等学校の入学に関し、これと同等以上の学力があると認

められるものとする。  

（入学の出願）  

第１９条 入学志願者は、別に定める入学願書に入学検定料を添え、出身中学校長

を経て、校長に願い出なければならない。  

２ 入学検定料と転入学検定料は１０，０００円とする。（その他必要なこと

については別に定める）  

（入学許可）  

第２０条 入学志願者に対しては、別に定める選抜要項により選抜を行い、入学手

続きを完了した者に対し、校長が入学を許可する。  

第２０条の２ 本校第２学年以上に入学を許可する者は、相当年令に達し、前各学

年の課程を終了した者と同等以上の学力があると認められる者とする。  

（特別奨学生制度）  

第２０条の３ 学業成績が優秀又は優れた特技を持って本校に入学し、本人並びに

保護者の希望により願い出があった場合は、選考の上、特別奨学生として

納付金の一部または全額を奨学金として給付することができる。  

この特別奨学生制度は、在校生にも適用することができる。  



（退学・転学）  

第２１条 退学又は転学しようとする者は、願書にその理由を記入し、保護者が連

署して校長に願い出なければならない。特に、病気による退学の場合は、

医師の診断書を添えなければならない。  

（休学・復学）  

第２２条 生徒は、病気その他の事由のため、１か月以上出席することができない

時は、その事由及び期間を具し、保護者が連署した休学願に医師の診断書

等事由を証する書類を添えて、校長に休学を願い出ることができる。  

２ 校長は、事由を適当と認めた時は、休学を許可する。  

３ 休学の期間は、１か月以上１年以内とする。但し、校長が必要と認める

時は、その期間を延長することができる。  

第２３条 休学中の者が、その事由がなくなったことにより復学しようとする時は、

その事情を明記し、期日を定めて保護者が連署した復学願に診断書等その

事情を証する書類を添え、校長に願い出、その許可を受けなければならな

い。  

２ 復学した者が、進級又は卒業する場合は、当該年度の諸納付金の未納分

を完納しなければならない。  

（転入学）  

第２４条 転入学を志望する者については、その事由、学業成績、人物等を審査の

上、校長がこれを許可することがある。  

（再入学）  

第２５条 退学した生徒が、退学後１年以内に再入学を志願した時は、当該学年に

再入学を許可することがある。  

 
第８章 生徒の規律  

 
（服装）  

第２６条 生徒は、清潔と簡素を旨とし、高校生としての品位と誇りを失わない服

装でなければならない。  

（行動）  

第２７条 生徒は、この学則及び別に定める生徒心得などの諸規程に従い、生徒の

本分に添うよう行動しなければならない。  

（欠席等）  

第２８条 生徒が欠席をしようとする時は、欠席届に所要事項を記入し、校長に届

け出なければならない。但し、病気のため７日以上欠席しようとする時は、

医師の診断書を添えるものとする。  

（忌引）  

第２９条 生徒が忌引により欠席しようとする時は、校長に忌引届を提出しなけれ

ばならない。  

   ２ 忌引日数は、次の期間において必要と認める日数とする。  



１親等７日  

２親等３日  

３親等１日  

（出席停止）  

第３０条 校長は、生徒が伝染病にかかり、若しくはそのおそれがある生徒に対し

ては、その出席停止を命ずることがある。  

（授業料等の納入）  

第３１条 授業料等の納入が、所定の期日までに納入できない時は、納入予定日及

び事由を明記し、保護者連署の上、納入延期願を提出して承認を受けなけ

ればならない。  

２ 授業料等の未納が、事由なく期限後２か月以上に及ぶ時は、生徒に対し、

校長は出校停止を命ずることができる。  

３ 授業料等の期限後の納入に対しては、延滞料を納めなければならない。  

４ 生徒納付金は、別表第Ⅱのとおりとする。  

 
第９章 奨学  

 
（奨学生）  

第３２条 学業成績優良、品行方正及び身体強健の者で、学費の支弁困難と認めら

れる生徒は、岩手育英奨学会等の規定するところにより、奨学生として推

薦を受けることができる。  

 
第１０章 表彰  

 
（表彰）  

第３３条 校長は、教育上必要と認める時は、生徒を表彰する。  

（懲戒）  

第３４条 教育上必要と認める時は、生徒に懲戒を加える。  

２ 懲戒は、訓戒・謹慎・停学及び退学の処分とし、校長が行う。  

３ 前項に規定する退学処分は、次の各号に該当する者に対してのみ行うも

のとする。  

（１）性行不良で、改善の見込みがないと認められる者  

（２）学力劣等で、成業の見込みがないと認められる者  

（３）正当な理由がなくて、出席が常でない者  

（４）学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者  

 
第１１章 寄宿舎  

 
（寄宿舎）  

第３５条 本校に寄宿舎を置くことができる。寄宿舎の運営に関する規程は、別に



定める。  

 
第１２章 補則  

 
（補則）  

第３６条 この学則の施行についての必要な事項は、校長が別に定める。  

 

 
附 則  

１．  この校則は、昭和４８年４月１日から施行する。  

（以下省略）  

 
別表第Ⅱ  

 

一関修紅高等学校学則 

生  徒  納  付  金 
学年  

区分  

生徒納付金  
備考  

１年  ２年  ３年  

入学時納付金  円  円  円  
 

 

入 学 金  80,000 
 

 
 
入学手続時に納

入すること  
施 設 設 備 費  60,000 

 

 
 

毎 月 納 付 金     
 

 

授 業 料  
1 か月 38,000 

456,000 

1 か月 38,000 

456,000 

1 か月 38,000 

456,000 
 

維 持 費  
1 か月  5,000 

60,000 

1 か月  5,000 

60,000 

1 か月 5,000 

60,000 
 

 

 












































